
豊 清 業 発 第 1457 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ９ 日 

   

旭地区自治区長 様 

豊田市長 太田 稔彦  

                              （公 印 省 略） 

 

令和８年度豊田市指定ごみ袋のあっせんについて（依頼） 

 

 日頃は、清掃事業に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、豊田市では、指定ごみ袋の利用促進と分別の徹底のため、指定ごみ袋の自治区あっ

せん販売を実施しております。つきましては、令和８年度の豊田市指定ごみ袋のあっせんを

下記のとおり行いますので、申込みをされる自治区におかれましては別紙注文書によりお申

し込みください。（注文書、回覧は２回分同封してあります。） 

 なお、期間内であっても世界情勢等により下記のとおり実施できなくなる場合があります

ので御了承ください。その際は改めて通知させていただきます。 

記 

  

１ ごみ袋の種類   ９種類  燃やすごみ用      （大）・（ワイド）※・（小） 

               金属ごみ用       （大）・（小） 

               埋めるごみ用      （大）・（小） 

               プラスチック製容器包装用（大）・（小） 

〈（大）・（ワイド）２０枚入、（小）３０枚入〉 

 

※ワイド 

間口が広いワイドタイプもこのあっせんで購入できます。 

 

・サイズ 47センチ×72センチ（マチ9センチ） 

・容量  40リットル（現行の燃やす大と同程度） 

 

 

 

２ あっせん価格   １パック ２６０円 ＜税込＞ （前年度から変更あり） 

           ※価格は毎年契約状況により変更します。 

           ※世界情勢により期間内であっても変更する場合があります。 

 

３ 申込み期 間   令和８年５月１1日（月）～令和９年２月１日（月） 

※期間内であっても予算がなくなり次第終了します。 

※終了する際は別途通知します。  

※一度に販売する量を制限する場合があります。 

 

４ 納 品 期 間   令和８年５月１８日（月）～令和９年２月８日（月） (土・日を除く) 

 

72ｃｍ 

47ｃｍ 

マチ 
9ｃｍ 

 



５ 申込み方 法   別紙ごみ袋注文書に記入のうえ、受取希望日の５日前までにファッ

クスしてください。 

 

６ 申 込 み 先   旭支所 市民生活担当    

電   話 ６８－２２１１（8：30～17：15、土日祝、年末年始除く） 

ファックス ６８－３４７６ 

 

        

７ 代金の納入方法   納品時にお届けする納入済通知書にて、市内の金融機関（郵便局、 

銀行、信用金庫、労金、農業協同組合等）へごみ袋納品の日から 

３０日以内に振込みをお願いします。 

 

８ 交 付 金   令和８年度実績に応じて、地域振興事務交付金の環境整備活動費と

して令和９年度の５月に振り込みます（１パック当たり４０円）。 

 

９ そ の 他    

・配達の都合上、同時期に自治区内の複数箇所への納品は御遠慮いただいております。 

・納品日が集中した場合、納入業者が日程を調整させていただくことがあります。 

・受領後の返品・交換はできません。 

・納品後の追加注文のないようにお願いします。納品前の追加の場合は速やかに問合せ

先まで御相談ください。 

・このあっせんは自治区住民の方を対象に行っています。店舗販売用の卸としてはあっ  

せんしていませんので御了承ください。             

・今年度は次の業者が納品します。 

              アイチパックス株式会社 

              電     話  0565-28-5510 

               ファックス 0565-28-5857 

 

 

 

問合せ先    豊田市役所 環境部 清掃業務課 

          電話 ０５６５－７１－３００３ 

（8：00～16：45、土日、年末年始除く） 

F A X ０５６５－７１－３０００ 

 



豊 清 業 発 第 1457 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ９ 日 

   

足助地区自治区長 様 

豊田市長 太田 稔彦  

                              （公 印 省 略） 

 

令和８年度豊田市指定ごみ袋のあっせんについて（依頼） 

 

 日頃は、清掃事業に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、豊田市では、指定ごみ袋の利用促進と分別の徹底のため、指定ごみ袋の自治区あっ

せん販売を実施しております。つきましては、令和８年度の豊田市指定ごみ袋のあっせんを

下記のとおり行いますので、申込みをされる自治区におかれましては別紙注文書によりお申

し込みください。（注文書、回覧は２回分同封してあります。） 

 なお、期間内であっても世界情勢等により下記のとおり実施できなくなる場合があります

ので御了承ください。その際は改めて通知させていただきます。 

記 

  

１ ごみ袋の種類   ９種類  燃やすごみ用      （大）・（ワイド）※・（小） 

               金属ごみ用       （大）・（小） 

               埋めるごみ用      （大）・（小） 

               プラスチック製容器包装用（大）・（小） 

〈（大）・（ワイド）２０枚入、（小）３０枚入〉 

 

※ワイド 

間口が広いワイドタイプもこのあっせんで購入できます。 

 

・サイズ 47センチ×72センチ（マチ9センチ） 

・容量  40リットル（現行の燃やす大と同程度） 

 

 

 

２ あっせん価格   １パック ２６０円 ＜税込＞ （前年度から変更あり） 

           ※価格は毎年契約状況により変更します。 

           ※世界情勢により期間内であっても変更する場合があります。 

 

３ 申込み期 間   令和８年５月１1日（月）～令和９年２月１日（月） 

※期間内であっても予算がなくなり次第終了します。 

※終了する際は別途通知します。  

※一度に販売する量を制限する場合があります。 

 

４ 納 品 期 間   令和８年５月１８日（月）～令和９年２月８日（月） (土・日を除く) 

 

72ｃｍ 

47ｃｍ 

マチ 
9ｃｍ 

 



５ 申込み方 法   別紙ごみ袋注文書に記入のうえ、受取希望日の５日前までにファッ

クスしてください。 

 

６ 申 込 み 先   足助支所 市民生活担当    

電   話 ６２－０６００（8：30～17：15、土日祝、年末年始除く） 

ファックス ６２－０６０６ 

 

        

７ 代金の納入方法   納品時にお届けする納入済通知書にて、市内の金融機関（郵便局、 

銀行、信用金庫、労金、農業協同組合等）へごみ袋納品の日から 

３０日以内に振込みをお願いします。 

 

８ 交 付 金   令和８年度実績に応じて、地域振興事務交付金の環境整備活動費と

して令和９年度の５月に振り込みます（１パック当たり４０円）。 

 

９ そ の 他    

・配達の都合上、同時期に自治区内の複数箇所への納品は御遠慮いただいております。 

・納品日が集中した場合、納入業者が日程を調整させていただくことがあります。 

・受領後の返品・交換はできません。 

・納品後の追加注文のないようにお願いします。納品前の追加の場合は速やかに問合せ

先まで御相談ください。 

・このあっせんは自治区住民の方を対象に行っています。店舗販売用の卸としてはあっ  

せんしていませんので御了承ください。             

・今年度は次の業者が納品します。 

              株式会社イデキュー 

              電     話  0565-52-8111 

               ファックス 0565-52-6011 

 

 

 

問合せ先    豊田市役所 環境部 清掃業務課 

          電話 ０５６５－７１－３００３ 

（8：00～16：45、土日、年末年始除く） 

F A X ０５６５－７１－３０００ 

 



豊 清 業 発 第 1457 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ９ 日 

   

稲武地区自治区長 様 

豊田市長 太田 稔彦  

                              （公 印 省 略） 

 

令和８年度豊田市指定ごみ袋のあっせんについて（依頼） 

 

 日頃は、清掃事業に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、豊田市では、指定ごみ袋の利用促進と分別の徹底のため、指定ごみ袋の自治区あっ

せん販売を実施しております。つきましては、令和８年度の豊田市指定ごみ袋のあっせんを

下記のとおり行いますので、申込みをされる自治区におかれましては別紙注文書によりお申

し込みください。（注文書、回覧は２回分同封してあります。） 

 なお、期間内であっても世界情勢等により下記のとおり実施できなくなる場合があります

ので御了承ください。その際は改めて通知させていただきます。 

記 

  

１ ごみ袋の種類   ９種類  燃やすごみ用      （大）・（ワイド）※・（小） 

               金属ごみ用       （大）・（小） 

               埋めるごみ用      （大）・（小） 

               プラスチック製容器包装用（大）・（小） 

〈（大）・（ワイド）２０枚入、（小）３０枚入〉 

 

※ワイド 

間口が広いワイドタイプもこのあっせんで購入できます。 

 

・サイズ 47センチ×72センチ（マチ9センチ） 

・容量  40リットル（現行の燃やす大と同程度） 

 

 

 

２ あっせん価格   １パック ２６０円 ＜税込＞ （前年度から変更あり） 

           ※価格は毎年契約状況により変更します。 

           ※世界情勢により期間内であっても変更する場合があります。 

 

３ 申込み期 間   令和８年５月１1日（月）～令和９年２月１日（月） 

※期間内であっても予算がなくなり次第終了します。 

※終了する際は別途通知します。  

※一度に販売する量を制限する場合があります。 

 

４ 納 品 期 間   令和８年５月１８日（月）～令和９年２月８日（月） (土・日を除く) 

 

72ｃｍ 

47ｃｍ 

マチ 
9ｃｍ 

 



５ 申込み方 法   別紙ごみ袋注文書に記入のうえ、受取希望日の５日前までにファッ

クスしてください。 

 

６ 申 込 み 先   稲武支所 市民生活担当    

電   話 ８２－２５１１（8：30～17：15、土日祝、年末年始除く） 

ファックス ８２－３２７２ 

 

        

７ 代金の納入方法   納品時にお届けする納入済通知書にて、市内の金融機関（郵便局、 

銀行、信用金庫、労金、農業協同組合等）へごみ袋納品の日から 

３０日以内に振込みをお願いします。 

 

８ 交 付 金   令和８年度実績に応じて、地域振興事務交付金の環境整備活動費と

して令和９年度の５月に振り込みます（１パック当たり４０円）。 

 

９ そ の 他    

・配達の都合上、同時期に自治区内の複数箇所への納品は御遠慮いただいております。 

・納品日が集中した場合、納入業者が日程を調整させていただくことがあります。 

・受領後の返品・交換はできません。 

・納品後の追加注文のないようにお願いします。納品前の追加の場合は速やかに問合せ

先まで御相談ください。 

・このあっせんは自治区住民の方を対象に行っています。店舗販売用の卸としてはあっ  

せんしていませんので御了承ください。             

・今年度は次の業者が納品します。 

              株式会社イデキュー 

              電     話  0565-52-8111 

               ファックス 0565-52-6011 

 

 

 

問合せ先    豊田市役所 環境部 清掃業務課 

          電話 ０５６５－７１－３００３ 

（8：00～16：45、土日、年末年始除く） 

F A X ０５６５－７１－３０００ 

 



豊 清 業 発 第 1457 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ９ 日 

   

小原地区自治区長 様 

豊田市長 太田 稔彦  

                              （公 印 省 略） 

 

令和８年度豊田市指定ごみ袋のあっせんについて（依頼） 

 

 日頃は、清掃事業に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、豊田市では、指定ごみ袋の利用促進と分別の徹底のため、指定ごみ袋の自治区あっ

せん販売を実施しております。つきましては、令和８年度の豊田市指定ごみ袋のあっせんを

下記のとおり行いますので、申込みをされる自治区におかれましては別紙注文書によりお申

し込みください。（注文書、回覧は２回分同封してあります。） 

 なお、期間内であっても世界情勢等により下記のとおり実施できなくなる場合があります

ので御了承ください。その際は改めて通知させていただきます。 

記 

  

１ ごみ袋の種類   ９種類  燃やすごみ用      （大）・（ワイド）※・（小） 

               金属ごみ用       （大）・（小） 

               埋めるごみ用      （大）・（小） 

               プラスチック製容器包装用（大）・（小） 

〈（大）・（ワイド）２０枚入、（小）３０枚入〉 

 

※ワイド 

間口が広いワイドタイプもこのあっせんで購入できます。 

 

・サイズ 47センチ×72センチ（マチ9センチ） 

・容量  40リットル（現行の燃やす大と同程度） 

 

 

 

２ あっせん価格   １パック ２６０円 ＜税込＞ （前年度から変更あり） 

           ※価格は毎年契約状況により変更します。 

           ※世界情勢により期間内であっても変更する場合があります。 

 

３ 申込み期 間   令和８年５月１1日（月）～令和９年２月１日（月） 

※期間内であっても予算がなくなり次第終了します。 

※終了する際は別途通知します。  

※一度に販売する量を制限する場合があります。 

 

４ 納 品 期 間   令和８年５月１８日（月）～令和９年２月８日（月） (土・日を除く) 

 

72ｃｍ 

47ｃｍ 

マチ 
9ｃｍ 

 



５ 申込み方 法   別紙ごみ袋注文書に記入のうえ、受取希望日の５日前までにファッ

クスしてください。 

 

６ 申 込 み 先   小原支所 市民生活担当    

電   話 ６５－２００１（8：30～17：15、土日祝、年末年始除く） 

ファックス ６５－３６９５ 

 

        

７ 代金の納入方法   納品時にお届けする納入済通知書にて、市内の金融機関（郵便局、 

銀行、信用金庫、労金、農業協同組合等）へごみ袋納品の日から 

３０日以内に振込みをお願いします。 

 

８ 交 付 金   令和８年度実績に応じて、地域振興事務交付金の環境整備活動費と

して令和９年度の５月に振り込みます（１パック当たり４０円）。 

 

９ そ の 他    

・配達の都合上、同時期に自治区内の複数箇所への納品は御遠慮いただいております。 

・納品日が集中した場合、納入業者が日程を調整させていただくことがあります。 

・受領後の返品・交換はできません。 

・納品後の追加注文のないようにお願いします。納品前の追加の場合は速やかに問合せ

先まで御相談ください。 

・このあっせんは自治区住民の方を対象に行っています。店舗販売用の卸としてはあっ  

せんしていませんので御了承ください。             

・今年度は次の業者が納品します。 

              アイチパックス株式会社 

              電     話  0565-28-5510 

               ファックス 0565-28-5857 

 

 

 

問合せ先    豊田市役所 環境部 清掃業務課 

          電話 ０５６５－７１－３００３ 

（8：00～16：45、土日、年末年始除く） 

F A X ０５６５－７１－３０００ 

 



豊 清 業 発 第 1457 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ９ 日 

   

下山地区自治区長 様 

豊田市長 太田 稔彦  

                              （公 印 省 略） 

 

令和８年度豊田市指定ごみ袋のあっせんについて（依頼） 

 

 日頃は、清掃事業に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、豊田市では、指定ごみ袋の利用促進と分別の徹底のため、指定ごみ袋の自治区あっ

せん販売を実施しております。つきましては、令和８年度の豊田市指定ごみ袋のあっせんを

下記のとおり行いますので、申込みをされる自治区におかれましては別紙注文書によりお申

し込みください。（注文書、回覧は２回分同封してあります。） 

 なお、期間内であっても世界情勢等により下記のとおり実施できなくなる場合があります

ので御了承ください。その際は改めて通知させていただきます。 

記 

  

１ ごみ袋の種類   ９種類  燃やすごみ用      （大）・（ワイド）※・（小） 

               金属ごみ用       （大）・（小） 

               埋めるごみ用      （大）・（小） 

               プラスチック製容器包装用（大）・（小） 

〈（大）・（ワイド）２０枚入、（小）３０枚入〉 

 

※ワイド 

間口が広いワイドタイプもこのあっせんで購入できます。 

 

・サイズ 47センチ×72センチ（マチ9センチ） 

・容量  40リットル（現行の燃やす大と同程度） 

 

 

 

２ あっせん価格   １パック ２６０円 ＜税込＞ （前年度から変更あり） 

           ※価格は毎年契約状況により変更します。 

           ※世界情勢により期間内であっても変更する場合があります。 

 

３ 申込み期 間   令和８年５月１1日（月）～令和９年２月１日（月） 

※期間内であっても予算がなくなり次第終了します。 

※終了する際は別途通知します。  

※一度に販売する量を制限する場合があります。 

 

４ 納 品 期 間   令和８年５月１８日（月）～令和９年２月８日（月） (土・日を除く) 

 

72ｃｍ 

47ｃｍ 

マチ 
9ｃｍ 

 



５ 申込み方 法   別紙ごみ袋注文書に記入のうえ、受取希望日の５日前までにファッ

クスしてください。 

 

６ 申 込 み 先   下山支所 市民生活担当    

電   話 ９０－４４１１（8：30～17：15、土日祝、年末年始除く） 

ファックス ９０－３３４４ 

 

        

７ 代金の納入方法   納品時にお届けする納入済通知書にて、市内の金融機関（郵便局、 

銀行、信用金庫、労金、農業協同組合等）へごみ袋納品の日から 

３０日以内に振込みをお願いします。 

 

８ 交 付 金   令和８年度実績に応じて、地域振興事務交付金の環境整備活動費と

して令和９年度の５月に振り込みます（１パック当たり４０円）。 

 

９ そ の 他    

・配達の都合上、同時期に自治区内の複数箇所への納品は御遠慮いただいております。 

・納品日が集中した場合、納入業者が日程を調整させていただくことがあります。 

・受領後の返品・交換はできません。 

・納品後の追加注文のないようにお願いします。納品前の追加の場合は速やかに問合せ

先まで御相談ください。 

・このあっせんは自治区住民の方を対象に行っています。店舗販売用の卸としてはあっ  

せんしていませんので御了承ください。             

・今年度は次の業者が納品します。 

              株式会社イデキュー 

              電     話  0565-52-8111 

               ファックス 0565-52-6011 

 

 

 

問合せ先    豊田市役所 環境部 清掃業務課 

          電話 ０５６５－７１－３００３ 

（8：00～16：45、土日、年末年始除く） 

F A X ０５６５－７１－３０００ 

 



豊 清 業 発 第 1457 号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ９ 日 

   

藤岡地区自治区長 様 

豊田市長 太田 稔彦  

                              （公 印 省 略） 

 

令和８年度豊田市指定ごみ袋のあっせんについて（依頼） 

 

 日頃は、清掃事業に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

 さて、豊田市では、指定ごみ袋の利用促進と分別の徹底のため、指定ごみ袋の自治区あっ

せん販売を実施しております。つきましては、令和８年度の豊田市指定ごみ袋のあっせんを

下記のとおり行いますので、申込みをされる自治区におかれましては別紙注文書によりお申

し込みください。（注文書、回覧は２回分同封してあります。） 

 なお、期間内であっても世界情勢等により下記のとおり実施できなくなる場合があります

ので御了承ください。その際は改めて通知させていただきます。 

記 

  

１ ごみ袋の種類   ９種類  燃やすごみ用      （大）・（ワイド）※・（小） 

               金属ごみ用       （大）・（小） 

               埋めるごみ用      （大）・（小） 

               プラスチック製容器包装用（大）・（小） 

〈（大）・（ワイド）２０枚入、（小）３０枚入〉 

 

※ワイド 

間口が広いワイドタイプもこのあっせんで購入できます。 

 

・サイズ 47センチ×72センチ（マチ9センチ） 

・容量  40リットル（現行の燃やす大と同程度） 

 

 

 

２ あっせん価格   １パック ２６０円 ＜税込＞ （前年度から変更あり） 

           ※価格は毎年契約状況により変更します。 

           ※世界情勢により期間内であっても変更する場合があります。 

 

３ 申込み期 間   令和８年５月１1日（月）～令和９年２月１日（月） 

※期間内であっても予算がなくなり次第終了します。 

※終了する際は別途通知します。  

※一度に販売する量を制限する場合があります。 

 

４ 納 品 期 間   令和８年５月１８日（月）～令和９年２月８日（月） (土・日を除く) 

 

72ｃｍ 

47ｃｍ 

マチ 
9ｃｍ 

 



５ 申込み方 法   別紙ごみ袋注文書に記入のうえ、受取希望日の５日前までにファッ

クスしてください。 

 

６ 申 込 み 先   藤岡支所 市民生活担当    

電   話 ７６－２１０３（8：30～17：15、土日祝、年末年始除く） 

ファックス ７６－４８５２ 

 

        

７ 代金の納入方法   納品時にお届けする納入済通知書にて、市内の金融機関（郵便局、 

銀行、信用金庫、労金、農業協同組合等）へごみ袋納品の日から 

３０日以内に振込みをお願いします。 

 

８ 交 付 金   令和８年度実績に応じて、地域振興事務交付金の環境整備活動費と

して令和９年度の５月に振り込みます（１パック当たり４０円）。 

 

９ そ の 他    

・配達の都合上、同時期に自治区内の複数箇所への納品は御遠慮いただいております。 

・納品日が集中した場合、納入業者が日程を調整させていただくことがあります。 

・受領後の返品・交換はできません。 

・納品後の追加注文のないようにお願いします。納品前の追加の場合は速やかに問合せ

先まで御相談ください。 

・このあっせんは自治区住民の方を対象に行っています。店舗販売用の卸としてはあっ  

せんしていませんので御了承ください。             

・今年度は次の業者が納品します。 

              アイチパックス株式会社 

              電     話  0565-28-5510 

               ファックス 0565-28-5857 

 

 

 

問合せ先    豊田市役所 環境部 清掃業務課 

          電話 ０５６５－７１－３００３ 

（8：00～16：45、土日、年末年始除く） 

F A X ０５６５－７１－３０００ 

 

 

 


